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区議会第1回定例会で一般質問を行いました 

 2月15日～3月24日の会期で区議会定例会が行われてい

ます。私は、日本共産党板橋区議会議員団を代表し、一般質問

に立ちました。質問項目は以下の通りです。 

 なお、質問全文、動画もご覧いただけるようそれぞれ掲載し

ました。下記QRコードからご覧いただけます。 

1.新型コロナウイルスから区民の命と健康を

守るために 

2.都立・公社病院の地方独立行政法人化の中

止を求めて 

3.住まいの安定と確保を求めて 

（1）緊急対応について 

（2）生活保護制度利用世帯の居住水準につ

いて 

4.区内中小業者への支援を求めて 

5.医療・介護の充実を求めて 

（1）保険料・利用料の軽減について 

（2）ケア労働者の処遇改善について 

6.大山駅周辺のまちづくりについて（裏面左） 

7.加賀2丁目の携帯基地局について（裏面右） 

8.日米地位協定の見直しについて 

本会議一般質問（2月15日） 

質問全文はこちらへ☞ 本会議の様子はこちらへ☞ 

無料のPCR検査実施が実現 

 板橋区でも、無症状の方を対象にした無

料のPCR検査が行われています。都の事

業を活用したもので、区内ではウェルシア

などが検査を行ってきました。検査需要が

高まっていることを受け、新たに区の公共

施設を民間業者に提供し、検査を行うもの

です。区は、都の事業終了日まで（蔓延防

止等重点措置期間まで）実施するとしてい

ます。しかし、今後もコロナウイルスの変異

株が次々と出てくる状況に変わりはありま

せん。引き続き、都の事業継続と区として

検査を実施するよう求めてまいります。 

会場名：①常盤台PCRセンター（旧土木事務所跡地） 

        事前予約制・当日予約制 

     ②蓮根PCRセンター（旧植村冒険館） 

        事前予約制 

     ③高島平PCRセンター（旧高島第七小学校） 

        事前予約制・当日予約制 

実施時間：11：00～17：00（平日・土日祝） 

事業期間：都の事業終了日まで（蔓延防止等重点措置期間まで） 

事前予約TEL：①03-6453-7077（平日10：00～18：00） 

         ②③0120-758-167（平日9：00～18：00） 



ご意見・ご要望をおよせください。 

1978年生まれ。管理栄養士。 

16年間医療現場で勤めた後退職し、板橋区議会議員選挙立候補、2015年初当選。 

現在2期目。（2021年5月21日～健康福祉委員会 委員、災害対策調査特別委員会 副委員長） 

         趣味：旅行、音楽を聴くこと、バイオリン、韓国語を学ぶこと。 
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場所：山内えり事務所（大山東町59-6） 

◇法律相談 湯山花苗 弁護士（城北法律事務所所属） 

◇暮らしの相談 山内えり（区議会議員） 

    ご予約・お問い合わせ  区議団控室：TEL:03-3579-2717  事務所：TEL＆FAX：03-3962-0188 

※留守電の際は、お名前と電話番号、住所をお伝えください。こちらから折り返し連絡させていただきます。 

日時：3月26日（土） 14:00～16:00 予約は3月22日まで 

日時：3月14日（月） 16:00～18:00 予約は3月10日まで 

 2月の相談会では、生活・仕事・離婚・

住宅など多岐にわたる相談が寄せられ

ました。相談は無料です。お気軽にご相

談ください。 

本会議一般質問より 

写真提供：東京民報社 

加賀2丁目のマンションに設置された携帯基地局 

12月20日の事業認可後、大山駅北口、東口、15号踏

切付近に設置された看板 

山内撮影 

山内：電磁波による健康への影響について問う 

山内：基地局設置時の住民説明のルール化を！ 

区長：住民説明をルール化する考えは持っていない。 

区長：50年以上、世界で研究されており一定の知見

が得られている。国はこれに基づき電波が人体に影

響を及ぼさないよう安全率を適用した電波防護指針

を策定し、事業者に法令順守を義務付けている。直

ちに健康に影響が及ぶものとは考えていない。 

山内：都施行の第1～4号線に影響する区民に対

し、都から説明がない。区は把握しているか。 

事業の進捗、合意の進捗はどうなっているか、

区として把握すべき。 

住民説明のルール化を！ まちづくりは住民合意で！ 

区長：都は、説明会や測量の立会時、求めに

応じて個別に対応していると聞いている。事

業や合意の進捗は事業主体である東京都が責

任をもって対応していくものと考えている。 


